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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年9月24日(2015.9.24)

【公開番号】特開2015-18972(P2015-18972A)
【公開日】平成27年1月29日(2015.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2015-006
【出願番号】特願2013-145841(P2013-145841)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０７Ａ
   Ｂ２９Ｃ   59/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モールドを用いて基板上のインプリント材にパターンを形成するインプリント装置であ
って、
　前記インプリント材を硬化させるための第１光を前記インプリント材に照射する照明部
と、
　前記モールドに形成されたマーク及び前記基板に形成されたマークに第２光を照射し、
前記マークからの前記第２光を光電変換素子に導く光学系と、
　前記照明部からの前記第１光と前記光学系からの前記第２光とを合成して前記モールド
に導く合成部と、
　前記マークからの光で前記合成部を介した前記第２光を透過させて前記光電変換素子へ
入射させ、前記マークからの光で前記合成部を介した前記第１光を遮る光学部材と、
　を有することを特徴とするインプリント装置。
【請求項２】
　前記光学部材は、前記マークからの光で前記合成部を介した前記第１光を反射する、反
射部材又は光学膜を含むことを特徴とする請求項１に記載のインプリント装置。
【請求項３】
　前記光学部材は、前記マークからの光で前記合成部を介した前記第１光を吸収する、吸
収部材又は光学膜を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載のインプリント装置。
【請求項４】
　前記第１光と前記第２光とは、互いに異なる波長を有し、
　前記光学部材は、前記第１光の波長における光透過率が前記第２光の波長における光透
過率よりも小さい波長選択部であることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項
に記載のインプリント装置。
【請求項５】
　前記光学部材は、前記合成部と前記光学系との間に配置されている、ことを特徴とする
請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載のインプリント装置。
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【請求項６】
　前記合成部は、前記第１光及び前記第２光のうちの一方の光を透過し、前記第１光及び
前記第２光のうちの他方の光を反射することを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか
１項に記載のインプリント装置。
【請求項７】
　前記合成部は、ビームスプリッタ、プリズム、又は、光学膜を有する平板を含むことを
特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項８】
　前記第１光と前記第２光とは、互いに異なる波長を有し、
　前記合成部は、前記第１光を透過し、前記第２光を反射することを特徴とする請求項１
乃至７のうちいずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項９】
　前記第１光と前記第２光とは、互いに異なる波長を有し、
　前記合成部は、前記第１光を反射し、前記第２光を透過することを特徴とする請求項１
乃至７のうちいずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項１０】
　前記第１光は、紫外領域の光であり、
　前記第２光は、可視領域又は赤外領域の光であることを特徴とする請求項１乃至９のう
ちいずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項１１】
　前記光電変換素子は、前記モールドに形成されたマーク及び前記基板に形成されたマー
クからの光によって形成される像を検出し、
　前記光電変換素子によって検出された前記像に基づいて、前記モールドと前記基板との
相対的な位置を制御する制御部を更に有することを特徴とする請求項１乃至１０のうちい
ずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のうちいずれか１項に記載のインプリント装置を用いて基板の上にパ
ターンを形成するステップと、
　前記パターンが形成された前記基板を加工するステップと、
　を有することを特徴とする物品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としてのインプリント装置は、モールドを
用いて基板上のインプリント材にパターンを形成するインプリント装置であって、前記イ
ンプリント材を硬化させるための第１光を前記インプリント材に照射する照明部と、前記
モールドに形成されたマーク及び前記基板に形成されたマークに第２光を照射し、前記マ
ークからの前記第２光を光電変換素子に導く光学系と、前記照明部からの前記第１光と前
記光学系からの前記第２光とを合成して前記モールドに導く合成部と、前記マークからの
光で前記合成部を介した前記第２光を透過させて前記光電変換素子へ入射させ、前記マー
クからの光で前記合成部を介した前記第１光を遮る光学部材と、を有することを特徴とす
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】



(3) JP 2015-18972 A5 2015.9.24

【００３７】
　図２は、ビームスプリッタ２２の透過率特性の一例を示す図である。図２では、縦軸に
透過率［％］を採用し、横軸に波長［ｎｍ］を採用している。ＴＴＭ検出系１７は、光Ｌ
３として、可視領域から赤外領域の広い波長範囲（例えば、５００ｎｍ～８００ｎｍ）の
光を用いている。従って、ビームスプリッタ２２は、図２に示すように、可視領域から赤
外領域の光に対して高い透過率を有し、紫外領域の光に対して低い透過率を有する。なお
、紫外領域の光に対する透過率をゼロにすることは困難であるため、ビームスプリッタ２
２においては、紫外領域の光に対する透過率が数％程度になってしまう。このため、照明
光学系２０からの光Ｌ４は、その大部分がビームスプリッタ２２で反射され、モールド５
や基板８で一部が反射された後、その大部分がビームスプリッタ２２で再び反射される（
即ち、照明光学系２０に戻る）。但し、光Ｌ４の一部は、ビームスプリッタ２２を透過し
てＴＴＭ検出系１７（センサ４６）に到達してしまう。照明光学系２０からの光Ｌ４の一
部がＴＴＭ検出系１７に到達すると、センサ４６で検出される光のノイズとなるため、ア
ライメント精度の低下の原因となる。
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